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駆け出し期の教職課程担当教員の 
ゲートキーピングを支援するプラクティカムの提案

―「教職の意義及び教員の役割・職務内容」 
に関する科目を事例として―

Developing Gatekeeping Awareness among 
Novice Teacher Educators：

A Reflective Practicum Approach

大坂 遊・川本 吉太郎（広島大学）・迫 有香（福山平成大学）

要旨

本研究は、駆け出し期の教職課程担当教員が抱えるゲートキーピング上の葛
藤に着目し、その省察と言語化を支援するプラクティカムの可能性を検討する
ものである。教職課程科目では、多様な専門性やキャリアを有する教員が授業
を担当する一方、授業設計に関する意思決定を省察的に捉える機会は限られて
いる。そこで本研究では、大学 1 年次向け「教師論」において、2 名の教員が
役割分担制で授業を共同運営し、事前検討会と事後省察を組み込んだプログラ
ムを試行した。その結果、初任期教員の授業構想や教材選択における判断が次
第に精緻化されるとともに、協働的省察の相互作用が確認された。本研究は、
教職課程担当教員の専門性開発に資する実践的示唆を提供する。

キーワード：�教師教育者、ゲートキーピング、プラクティカム、協働的省察、
専門性開発
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１．問題の所在

（１）省察を核とした理論と実践の往還ができる教員養成（担当者）の要求

2022 年の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養
成・採用・研修等の在り方について」において、教職課程を担当する教員に
は、理論と実践の双方に通じた能力が強く要請されている。養成段階において

「新たな教師（教職志望者）の学びの姿」を実現する際の重要な視点として挙
げられるのが、「理論と実践の往還」である。この概念は、教職大学院におい
ては制度導入以来の中核的な理念として位置づけられてきたが、学部段階での
養成においても同様に、理論と実践を往還させる省察に基づいた学びの実現が
求められている。

その際、理論知（学問知）と実践知、あるいは研究者教員と実務家教員と
いった、いわゆる「二項対立」の陥穽に陥ってはならない。同答申（p.23-
24）でも指摘されているように、「理論と実践の往還」を実現するためには、
理論の実践化と実践の理論化という双方向のプロセスが不可欠である。換言す
れば、学習した理論を学校現場で単に実践するだけでなく、自らの実践を理論
に基づき省察することが求められるのである。したがって、研究者教員が理論
を、実務家教員が実践や実習を担当するという分断された構図ではなく、教師
間の連携・協働によって教職課程を運営していく体制が必要となる。

しかしながら、これを実現していくうえでは、大きく2つの問題が存在する。

（２）教職課程担当教員における教師教育者としての専門性開発機会の不足

第一の問題は、教職課程担当教員が、教師教育者としての力量やアイデン
ティティを形成する機会に乏しいという点である。とりわけ、養成段階から初
任期にあたる「駆け出し期」の支援システムは極めて不十分であると言わざる
を得ない。この問題は、研究者教員と実務家教員の双方に見いだされる。

実務家教員側の課題として、Murray & Male （2005）は、元教員としての
授業経験がそのまま大学教育に転用できないことによる困難さを指摘してい
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る。特に着任 1 年目は、大人数への講義、円滑なディスカッションの運営、そ
して教師教育特有の「教え方について教える」というメタレベルの実践の 3 点
において、多くの困難に直面すると述べられている。大坂ほか（2020）にお
いても、ある実務家教員のインタビューを通して、大学の授業（シラバス）を
構想することが、長期的なカリキュラムを開発するという点で現職教師時代に
はない困難に直面したことが語られている。

一方、研究者教員側の課題として、古賀（2019）は大学院での教育システ
ムの帰結として生じる専門性の問題を指摘する。教職課程を担当する（研究
者）教員の多くは、大学院において「教科」あるいは「教職」に関する専門分
野を修め、当該分野の研究者として輩出されてきた。大学院で専ら自身の研究
に没頭し、その成果として職を得た者が、結果として教職課程担当教員として
奉職することになるため、自身の研究課題以外の「教職課程担当教員として具
備すべき知識や技能」を保有する機会を持たないまま着任するという構造的な
問題が存在するというのである（p.106-107）。

（３）教職課程担当教員のゲートキーピングを省察・言語化する機会の不足

第二の問題は、教職課程担当教員のゲートキーピングを省察し、言語化する
機会が不足していることである。

教師教育におけるゲートキーピングとは、学習指導要領などの公的カリキュ
ラムや教材を、教師が自身の教育観・授業観・子ども観に基づいて主体的に解
釈・選択・調整し、実際の授業にどう取り入れるか（あるいは取捨選択する
か）を決定する役割を指す（Thornton, 2005）。この概念は、教師を「カリ
キュラムと授業の門番」と捉え、教師の裁量と責任の重要性を示すものとし
て、特に社会科教育研究において注目されてきた。

教職課程科目を担当する教員は、教員養成カリキュラムのゲートキーパーで
あるという点で、教師と相似的な関係にある。すなわち、教職課程担当教員
は、教職課程コアカリキュラムの規定をふまえながらも、自身の研究や実践に
裏打ちされた教師教育観・授業観・学生観に基づいて主体的に解釈・選択・調
整し、実際の授業構成を決定する存在である。
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しかし、大坂・柴田（2025）が指摘するように、小規模大学や（非教員養
成系学部の）教職課程を中心とした大学では、1 人の教員が多くの領域の科目
を担当せざるを得ない実態がある。必ずしも自身が専門であると自認していな
い領域であっても、ひとたび課程認定を受ければ当該科目を担当しなければな
らないという現実が存在する。このような状況下では、多くの教員が何を基準
にどのような内容を教授すべきか葛藤する可能性が高い。自身のカリキュラ
ム・ゲートキーピング（意思決定）について無自覚なままであると、シラバス
を構想・実践する際に、自身の学生時代の受講経験や（実務家としての）個人
的な教育経験だけに依拠したり、教職課程コアカリキュラムやそれに対応した
大学教育テキストの構成に無批判に準拠してしまう懸念がある。

以上の問題意識に基づき、本研究ではリサーチクエスチョン（RQ）として
「駆け出し期の教職課程担当教員によるゲートキーピング（意思決定）を支援
する仕組みはいかにあるべきか？」を設定したい。

２．研究のデザイン

（１）前提：�駆け出し期の教職課程担当教員に対する支援システムの現状と

課題

現在、教職課程を担当する大学教員の養成において、ゲートキーピング（意
思決定）を支援するプログラムにはどのようなものが存在するか。本節では、

「プラクティカムの有無・頻度」と「省察・改善の機会の方法」という 2 つの
軸から類型を作成し、国内で実施されている PFF（Preparing Future 
Faculty）プログラムや教師教育者専門性開発プログラム、および実質的にプ
ラクティカムとして機能している非常勤講師経験などを位置づけて検討したい

（図 1）。
前提として、現状では国内において大学における教師教育者の専門性開発に

特化したプログラムは極めて限られており、正規のプログラムとしては広島大
学大学院人間社会科学研究科が主催する「教職課程担当教員養成プログラム
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（以下、教職 P）」と、東京学芸大学を中心とする 4 大学が合同で主催する「教
員養成ならではの大学教職員 PD（プロフェッショナル・ディベロップメン
ト）講座（以下、学芸大 PD）」の 2 つのみである。さらに、後者の学芸大 PD
はウェブ上で実施・完結するオンデマンドの学習プログラムのため、他者との
協働やプラクティカムの実施といった実践・省察の機会が存在しない。そのた
め、本研究の主眼である「プラクティカムの実施と省察を通したゲートキーピ
ングの言語化」を制度的に行う正規のプログラムは、教職 P のみということ
になる。

教職 P は、博士課程の 3 年間をかけて、通常の研究と並行して、教職課程
を担当する大学教員としての専門性を開発する任意参加のプログラムである。
国内の教員養成カリキュラムやシラバスの分析や、自身が将来担当するであろ
う授業科目のシラバス作成といった活動を経て、2 年目以降には、実際に広島
大学や近隣大学において授業を実施するプラクティカムが行われる。プラク
ティカムの参加と運営、協働的な分析・改善の営みを制度的に組み込むこと
で、ゲートキーピングの言語化に貢献する取り組みとなっている。一方で、プ
ラクティカムの対象となる授業が必ずしも教職科目に限定されていない点や、

広大TA制度方式
（PTA→QTA→TF）

　　※実施体制に依存する

省察・授業改善の機会と方法
協働的な省察

（制度的に実施が必須）

プラクティカム
未実施

協働的な省察
（自発的・任意で実施）

高頻度・継続的中頻度・単発的

教職課程担当教員
養成プログラム

（広島大学大学院・ 
人間社会科学研究科）

教師教育者のための
PD講座

（広島大学・教育ヴィジョン
研究センター）

　　※実施体制に依存する

教員養成ならではの
大学教職員PD講座
（東京学芸大学ほか） 個人的な省察

（自発的・任意で実施）

院生時代／初任期
に単独で実施する
非常勤講師経験

未開拓の領域プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ム
の
有
無・頻
度

図 1：教師教育者専門性開発プログラムの諸類型
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プラクティカムの実施が単発的で継続性に欠けるものであること、プラクティ
カムが本来の授業担当者の設計したシラバスに則って実施されること（授業設
計の裁量が限定されている）など、改善の余地が残されている。

大学における教師教育者の専門性開発に特化したプログラムではないもの
の、プラクティカムをともなう PFF は国内に複数存在する。たとえば、広島
大学が採用する段階的なティーチング・アシスタント制度（以下、広大 TA）
は、TA を活用した徒弟的な学びに加えて、プラクティカムや専門科目の受講
を通して、最終的には自立的に授業を構想・実践できるティーチング・フェ
ロー（TF）の養成を意図した教育システムである。こうした広大 TA のよう
な PFF システムを教育学部で活用することで、実質的に本研究が目指すプロ
グラムとして機能する可能性がある。ただし、どのような授業・領域を対象と
して、どのように教師教育者としての専門性を開発するのかは担当教員に委ね
られているため、プラクティカムの回数や省察の機会が保証されるかは担当教
員に依存するのが現状である。

また、必ずしも大学教員を対象とはしていないものの、教師教育者の専門性
開発に特化したプログラムとしては、広島大学教育ヴィジョン研究センターが
主催する「教師教育者のためのプロフェッショナル・ディベロップメント講座

（以下、広大 PD）」が存在する。こちらは、参加者と運営スタッフによる共同
研究を通して教師教育者としての専門性開発を行う点が特徴的である。一方
で、学校教員や行政の指導主事など大学教員以外も対象とするプログラムであ
り、共同研究のテーマ設定やプラクティカムの実施も必須ではないことから、
こちらもプラクティカムや省察の機会が提供されるかはその年度の参加者の属
性や関心に依存する。

そして、正規のプログラムではないものの、駆け出し期の教師教育者が、大
学院生時代や初任期に（一種のアルバイトや“修行”として）実施する教職
科目の非常勤講師経験も、プラクティカムという側面から見ると本研究の対象
として捉えることができる。ただし、これはあくまでも大学の業務の一環とし
て授業の実施と評価を担当するものであり、授業の省察や改善は必須条件では
ない。また、単独で科目を担当する場合、カリキュラムや授業のデザインの意
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図を言語化したり省察したりする制度的な必然性は存在しないため、ゲート
キーピングを意識する余地は少ない。

これらの現状を整理すると、「継続的で高密度なプラクティカムを通して協
働的な省察をともなうプログラム」に該当する領域（図 1 における第一象限）
が、現状では未開拓であることが明らかである。そこで本研究では、RQ の解
明に向けて、この未開拓領域に該当するプログラムを提案・検証するととも
に、既存のプログラムを改善するための視座を提起することを目的とする。

（２）原則：ゲートキーピングを支援する省察的なプログラムの開発

主体的なゲートキーピングを行うための前提として、教員自身が、自らの研
究や実践に裏打ちされた教師教育観・授業観・学生観を自覚・言語化できるこ
と、そしてそれを促進するための省察が可能であることが不可欠である 。そ
こで本研究では、教職課程担当教員としてのゲートキーピングの省察および言
語化を支援可能なプログラムを構想する。

大坂・柴田（2025）では、ゲートキーピングの自覚と精緻化のためには、
セルフスタディなどを通して専門性やキャリアの重なる者が共同的に授業実践
と省察を行うことが有効である点が示唆されている。本プログラムではこの知
見を活かし、「専門性やキャリアの重なる大学教員が共同で、授業実践や省察
を行う（徒弟的学び／モデリング）」という原則を採用し、プログラムを設計
する。

（３）環境：�「教職の意義及び教員の役割・職務内容」を対象としたプログラ

ム開発

本プログラムが対象とする科目は、教育職員免許法施行規則に定められてい
る「教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校への対応を含む。）」に
該当する科目である。各大学では、一般的に「教職入門」「教職概論」「教師
論」などの名称で開講されていると推測される。

当該科目について、教職課程コアカリキュラムで規定されている全体目標
は、「現代社会における教職の重要性の高まりを背景に、教職の意義、教員の
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役割・資質能力・職務内容等について身に付け、教職への意欲を高め、さらに
適性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する」こととされる。ま
た一般目標としては、以下の 4 点が示されている。

① �我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解する（教職の
意義）。

② �教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解す
る（教員の役割）。

③ �教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理
解する（教員の職務内容）。

④ �学校の担う役割が拡大・多様化する中で、学校が内外の専門家等と連
携・分担して対応する必要性について理解する（チーム学校運営への対
応）。

当該科目の教職課程コアカリキュラム作成者の意図として、横須賀
（2018）は、「教職科目履修へのいざないの役割を果たす」「教職の魅力、やり
がいを示してやること」「教師の役割や責任を示してやること」「社会の中の学
校の位置づけを理解させること」「学校の内部構成と教員の役割を理解させる
こと」の 5 点を挙げている。

当該科目は、実際には誰が・どのように計画・実施しているのか。筆者ら
は、当該科目の実施状況を把握するため、広島県内の 4 年制大学（小・中学校
教員一種免許状を発行できる教員養成課程・教職課程を設置している全 19 大
学）を対象に、大学のウェブサイト等を参照して調査を行った。結果、全 19
大学のうち、1 名で担当しているのが 12 大学（うち実務家教員が担当：5 大
学、研究者教員が担当：7 大学）、2 名以上で担当しているのが 7 大学（うち
実務家 2 名：1 大学、研究者 2 名：1 大学、実務家と研究者の両方：5 大学）
であった。開講時期はいずれの大学においても学部 1 年次に設定されていた

（表 1）。このように、当該科目は、教職課程の入門期に位置づけられること、
多様なキャリア・専門性を有する者（研究者教員および実務家教員）が担当し
ていること、複数教員で担当する事例も多く、教員間の連携が期待される領域
でもあることがわかる。
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３．研究の手続き

（１）文脈：周南公立大学「教師論」

本研究において開発したプログラムを試行するフィールドは、2025 年度の
周南公立大学における「教師論」である。本授業は、学部 1 年次生を対象とし
た前期開講の入門科目として位置づけられている。教職課程の履修登録および
本格的な教職専門科目の受講は 2 年次以降となるが、当該科目は教職課程を有
する全学部学科の学生が無条件に履修可能である。

授業担当者は、研究者教員である大坂と川本の 2 名による共同実施体制を
とった。大坂は教員歴 9 年目で、専門は社会科教育学・教師教育であり、当該
授業の担当は 2 年目（主担当としての実施は初）であった。川本は教員歴 2 年
目で、専門は教育行政学であり、大学で正規の授業科目を担当すること自体が
初の経験であった。両名とも、過去に大学院等でのティーチング・アシスタン
トやプラクティカム等において当該科目を担当した経験はない。なお、両名は
同一大学の出身であり、広島大学教育ヴィジョン研究センターのスタッフでも
あるという共通の背景を有している。

履修者は、経済経営学部・人間健康科学部・情報科学部に所属し、教師を志
望する学生約 100 名である。取得を目指す教員免許状は、中学校・高等学校
教諭一種（保健体育）、中学校教諭一種（社会）、高等学校教諭一種（地理歴
史・公民・商業・情報）など多岐にわたる。

表 1　�広島県内の大学における「教職の意義及び教員の役割・職務内容」科目の
実施状況

大学名 A
大学

B
大学

C
大学

D
大学

E
大学

F
大学

G
大学

H
大学

I
大学

J
大学

K
大学

L
大学

M
大学

N
大学

O
大学

P
大学

Q
大学

R
大学

S
大学

設置主体 国立 公立 公立 公立 公立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立

科目名 教職入門 教職入
門 Q3

教師
論

教師
論

教職
論

教師
論

教職
論

教職
入門

教職
入門

教職
入門

教職
論

教職
概論

教職
論

教職
入門

教職
概論 教師論 教職

概論
教職
概論

教職
論

担当者の属
性（1人目） 研 研 実 実 研 研 研 実 研 実 実 実 実 研 実 研 研 研 研

担当者の属
性（2 人目
以降）

研および
実（計 9
名で担当）

研 実 研 実
研および
実（計 4
名で担当）

研

※「研」：研究者教員
　「実」：実務家教員

※本表はウェブサイト等による簡便な調査によるものであり、結果が正確ではない可能性がある。
※実務歴を有する教員のうち、研究者としての経歴が長いと判断した者は研究者教員に分類し、　　
実務家としての経歴が長いと判断した者は実務家教員に分類した。
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（２）開発した授業の構成（シラバス）と役割分担

全 15 回の授業運営にあたり、2 名が共同で担当した第 1 回のオリエンテー
ションを除き、各回において 1 名を授業構想・実施の「主担当者」、もう 1 名
を支援に徹する「副担当者」とする役割分担制を採用した。これは、両名（と
りわけ初任期である川本）が自立的に授業を構想・実施できるよう配慮した措
置である。協議の結果、前半（第 2 ～ 8 回）を川本、後半（第 9 ～ 15 回）を
大坂が主担当者として受け持つこととなった。この配置は、当該大学での授業
経験を有する大坂が前半を担当した場合、授業の展開様式や学生との関係性が
大坂のスタイルによって早期に固定化され、後半を担当する川本が独自の授業
を構想・実践する際の阻害要因となること（モデリングの負の側面）を危惧し
たためである。

表 2　2025 年度周南公立大学「教師論」の授業計画

◯授業の到達目標
・公教育としての学校や教職の社会的意義について説明できる。
・教員の役割や教員の備えるべき資質能力、教員の職務内容について説明できる。
・学修成果をふまえ、自身の教職観を省察することができる。
実施回 主担当者 授業における主要な問い（MQ）
第１回 大坂・川本 公教育の中で教師には何ができるのか？
第２回

川本

なぜ学校があって，どうして教師が必要なのか？
第３回 教師は自由か，不自由か？  他の職業と比べてみよう！
第４回 教師はすべての子どもの教育を担うべきか，担えるのか？
第５回 通学しない，授業もしない学校で教師は何をするのか？
第６回 地域と学校の連携・協働に教師はどう貢献できるのか？
第７回 多様な他者を巻き込んだ授業，その時教師はなにをしているか？①
第８回 多様な他者を巻き込んだ授業，その時教師はなにをしているか？②
第９回

大坂

教師は普段どんな仕事をしているのか？
第10回 教師は他の仕事とどのように似ているか／異なるか？
第11回 教師は授業で何をすべきなのか？
第12回 教師は授業以外で何をすべきなのか？
第13回 学校や教師はどのような役割を果たすべきか？
第14回 教師として「学び続ける」とは，何をどうすることか？
第15回 教師は多様化する社会や子どもとどう向き合うのか？
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各回の授業テーマは、教職課程コアカリキュラムやシラバスに記載された目
標記述を参照しつつ、担当者が独自に構想した。開講前にはオンラインで打ち
合わせを行い、担当者間・テーマ間の内容調整および役割分担を決定した。授
業全体を貫く理論的枠組みとして、陣内（2005）の提示した「教師の教育行
為の構造」を設定した。これは、教師の教育行為が教員社会からの圧力（内
圧）と外部社会からの圧力（外圧）の双方から影響を受けることを説明したモ
デルである。この枠組みに基づき、各自の専門性を生かした緩やかな分担を
行った。すなわち、「外圧」（法律、教育行政、教師論、教師像、世間や地域の
まなざし等）については川本が担当し、「内圧」（教員構成、教員文化、学校文
化、学校組織等）については大坂が担当することとした。構想・実施した授業
計画を表 2 に示す。

（３）プログラムの一連の流れ

開発したプログラムは、回による微調整を含みつつも、おおむね以下のサイ
クルで展開された。

① 実施計画の作成：担当回の主担当教員は、授業の 2 日前までに実施計画
（略案）を作成し、副担当教員と共有する。

② 事前検討会：授業前日までに 1 時間程度、オンラインにて事前検討会を
実施する。ここでは授業の展開、発問の意図、授業内における学生の主体的な
活動の配置等について検討を行う。 

③ 修正・共有：主担当教員は、事前検討会での協議結果をふまえて実施計
画およびスライドを修正し、授業開始までに最終版を副担当教員と共有する。 

④ 授業実施：当日の授業を共同で実施する。副担当教員は、授業の進行状
況を見極めつつ、運営機材の設営、マイクの受け渡し、記録用の授業風景撮影
などの支援を行う。 

⑤ 事後省察：授業終了後、2 名の教員で 30 分程度の振り返りを行う。ここ
では事前に設定した目標の達成度を中心に省察を行うとともに、次回の授業
テーマと事前検討会の日時を確認する。

川本が所用により参加困難であった一部の回を除き、原則として全ての回に
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おいて大坂と川本が共同で授業を運営した。
授業の構想・実施にあたっては、両名で共通した基本方針を緩やかに定め

た。具体的には、本科目の受講者が教職課程の継続履修を検討段階にある 1 年
次生であることを考慮し、教職を取り巻く厳しい現状や、多様な教師・学校・
生徒の実態を事例として提示するなど、学生に対して教職の是非について葛藤
を促す（“悩ませる”）題材を積極的に用意することとした。これにともな
い、授業展開においても一方的な講義形式を極力避け、正解のない問いや多様
な解釈が可能なテーマについて、学生同士で議論したり意見を表明したりする
場面を多く設けるよう意識した。例えば第 4 回「教師はすべての子どもの教育
を担えるのか？担うべきか？」では、「寺子屋のような学びの場を求めるが、
学校（一条校）には行きたくない」と主張する子どもと保護者への対応をシ
チュエーションとして提示し、グループワークを実施した。その際、Padlet
等の ICT ツールを活用して意見を可視化・共有し、多様な考えに触れる機会
を創出した。

資料 1　実際の授業の様子（左：授業スライド、右：授業風景）
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（４）プログラムを通した参加者の変容

本プログラムの実践を通して、初任期である川本のゲートキーピング（意思
決定と調整）が、回を重ねるごとに深化・精緻化していく様子が確認された。
その実例として、川本が主担当となった第 2 回授業「なぜ学校があって、どう
して教師が必要なのか」と、第 8 回授業「学校や教師はどのような役割を果た
すべきか？」の比較を示す。

川本にとって初の主担当回であった第 2 回では、授業構成・展開の単調さ
や、教授・学習方法の選択肢の乏しさにゲートキーピング上の課題が見て取れ
る。例えば、展開①・②ともに「動画教材の視聴→学生同士のグループワーク
→教師（川本）による解説」という画一的なパターンで構成されており、教材
の選択肢が限定的であることや、本来意図していた学生主体の授業展開が十分
に具体化されていない様子が確認できる。さらに、実施計画内に各発問や学習
課題に対する受講生の反応・回答の想定が記述されていないことから、川本自
身が授業の具体的な展開や学生の思考プロセスを十分に予測できないまま、形
式的に実施計画を作成していたことが推察される。

資料 2　川本の構想した第 2 回と第 8 回の授業計画（一部）
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対照的に、川本の最後の主担当回である第 8 回では、これらの課題に顕著な
改善が見られた。まず、冒頭で授業の到達目標を明示し、その目標に準拠した
授業構想・教材選択が行われるようになった。加えて、実施計画には学習課題
に対する受講生の反応や回答が具体的に記述されるようになり、学生との発
問・応答のやり取りを通して、自然な展開の中で学生自身を本時の中心的な問
い（MQ）へと導く流れが構想されている。また、一連の授業経験を通して、
ICT を活用して効果的にグループワークを展開させる技能を習得したほか、
既習内容を踏まえつつ本時の目標に接近する構成となっていることから、単発
の授業にとどまらない「学習の連続性」を意識したゲートキーピングが可能に
なったことがうかがえる。

このような変容の背景について、川本自身は事後の省察において以下の 4 点
を挙げている。

① 共同授業者の存在により、学習者の視点に立った授業づくりを意識し、
「独りよがりな失敗」を回避できたこと。

② スライド作成、ワークの進行、問いによる揺さぶりなど、共同授業者の
授業技術（実践知）を観察・模倣できたこと。

③ 省察のサイクルを反復することで、授業の到達目標と主要発問を明示で
きるようになり、授業の軸がぶれなくなったこと。

④ 継続的な授業担当を通じて、学生との信頼関係に基づく授業の雰囲気づ
くりを経験し、大学教員（教師教育者）としての自己の在り方（アイデンティ
ティ）を認識できたこと。

さらに、メンター的役割を担った大坂においても、川本の取り組みに触発さ
れ、自身のゲートキーピングの省察・言語化が進展するという成果が得られ
た。大坂は、川本が使用したフォーマットに準拠して実施計画を作成・共有す
ることで、2 人それぞれの実施計画を対比できるようにし、川本に自身のゲー
トキーピングの傾向をより意識化させることを意図した。その結果、大坂自身
も日常的に授業全体の到達目標や自身の分担領域の方針に立ち返り、「なぜこ
の教材を選んだのか」「この学習活動を通して何を考えさせたいのか」を言語
化するプロセスを経ることとなった。
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資料 3　大坂の構想した第 13 回授業計画（一部）

その典型例が、第 13 回の授業である。ここでは、学校や教師が貧困・格
差・差別といった社会的不正義に立ち向かう役割を担っていることを学生に自
覚させるため、大阪府立西成高校の反貧困学習を題材として選択した。かつて
の“教育困難校”の状況を再現した映像資料や反貧困学習の実践分析を通し
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て、「通常の学習や学校生活そのものが成立しない状況下でも、あなたは教師
を志すか」という、教職への信念を根底から問うような授業を展開した。授業
科目の開始当初、大坂はこれほど大胆な授業構成や題材選択を想定していな
かったのだが、川本との協働的な省察と実践のプロセスを経る中で、自身の
ゲートキーピングのあり方を振り返り、より挑戦的な授業づくりを模索するよ
うになったのである。

４．本研究の示唆

（１）本研究の成果と課題

本研究の成果として、以下の 2 点が指摘できる。
第一に、駆け出し期の教職課程担当教員によるゲートキーピングを支援する

プログラムを実際に開発・実施し、その有効性を確認できた点である。広島県
内の大学の事例でも確認されたように、「教職の意義及び教員の役割・職務内
容」に関する科目は、担当者の経歴や構成が多様であり、本実践のように経験
年数の異なる複数の教員が担当したり、一部を兼任教員や非常勤講師が担当し
たりするケースは決して稀有ではない。昨今の課程認定の厳格化に伴い、教職
科目においても複数教員による担当（チーム・ティーチング）等の体制整備が
進みつつある現状を鑑みれば、本プログラムの汎用性は高いといえよう。ま
た、本プログラムが有償方式（正規の授業担当者として給与が発生する形態）
で実施される点は、無給のインターンシップ等と比較して、プラクティカム参
加者にとって強力なインセンティブとして機能する点も看過できない。

第二に、本プログラムに基づく実践を通して、参加者の教師教育者としての
専門性開発が実証的に示された点である。駆け出し教師教育者である川本にお
いて顕著な変容が見られたことはもちろん、メンター的立場にあった大坂もま
た、川本のゲートキーピングに触発される形で専門性開発が促進された。この
事実は、本プログラムが熟達者による駆け出し期の教師教育者への一方的な指
導関係にとどまらず、両者にとって互恵的な学習機会を提供し得ることを示唆
している。さらに、本プログラムによる取り組みが、結果として教職課程コア
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カリキュラムの期待する目標達成に向けた実質的な授業改善へと結びついた点
は、本手法が大学教育における「授業研究（Lesson Study）」的な営みとして
も有効に機能する可能性を示唆している。

一方で、本研究の課題として次の 2 点が指摘される。
第一の課題は、本プログラムにおける協働的な省察・改善のプロセスが、制

度的に担保されていない点である。今回の実践は、あくまで授業担当者である
大坂と川本が「自発的」に計画・実施したものであり、組織的な支援や制度的
な裏付けが存在しない。そのため、プログラムの実施にあたってある種の強制
力や持続性を担保する構造が欠如している。現状のまま他大学への展開を試み
ても、大学組織や授業担当者にとって、本プログラムを導入・継続するインセ
ンティブが働きにくい可能性がある。協働的な省察をいかにして「制度化」す
るのか、あるいはそもそも制度として義務化すべき性質のものなのかを含め、
慎重に検討する必要がある。

第二の課題は、プログラム実施における当事者間の関係性（属性や相性）の
影響が十分に検証されていない点である。本研究の参加者である大坂と川本
は、専門領域が近接する研究者教員同士であるだけでなく、出身大学も職場も
同じであり、授業開始以前から理想とする教師教育や授業実践のあり方につい
て共通言語を持ち、日常的に議論を交わすことができる信頼関係が構築されて
いた。仮に同じ研究者教員同士、あるいは実務家教員同士であったとしても、
こうした信頼関係や文脈の共有がない間柄において、本プログラムが同様に機
能するかは定かではない。どのような関係性や条件のもとであれば本プログラ
ムが有効に実施可能なのか、その適用条件についてさらなる探究が求められる。

（２）改善の可能性

本研究で提案したプラクティカムのあり方は、既存の類型のなかで空白と
なっていた「第一象限（継続的かつ高密度なプラクティカムを通した協働的な
省察）」に該当するモデルを提示できた点において、一定の新規性を有してい
る（図 2）。しかし前述の通り、省察や授業改善の機会を制度的に保証すると
いう点においては不十分であり、改善の余地が残されている。
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図 2：教師教育者専門性開発プログラムの改善可能性

広大TA制度方式
（PTA→QTA→TF）

　　※実施体制に依存する

協働的な省察
（制度的に実施が必須）

プラクティカム
未実施
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（自発的・任意で実施）
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養成プログラム
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教師教育者のための
PD講座
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今後の改善の方向性としては、本プログラム自体の洗練のみならず、近接す
る他の教師教育者養成プログラムや、一般的に行われている非常勤講師による
授業実施形態の改善も視野に入れて検討すべきであろう。具体的には、以下の
3 つの改善策が想定される。

① 共同実施体制への移行：大学院生や初任期の非常勤講師が単独で担当す
るのではなく、複数名による共同実施の形態に変更し、メンターとの協働を構
造化する。

② 実践研究の必須化：担当教員間での共同研究の実施を必須化し、授業
データの収集・分析・改善を義務付ける。その対価として、研究遂行や成果発
信に対する支援を行う。

③ 養成プログラムの高度化：大学院における教職課程担当教員養成プログ
ラム内のプラクティカムを、より継続性・切実性の高い実践的指導力の育成に
資するものへと変革する。

駆け出し期の教職課程担当教員が、自身のゲートキーピングを自覚的・批判
的に省察し、言語化していくプロセスを支援するために、「継続的で高密度な
プラクティカムを通して協働的な省察をともなうプログラム」をいかにして確
立・普及させていくか。今後も理論と実践の両面から検討を重ねていきたい。
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註
教職 P，学芸大 PD，広大 TA，広大 PD の各プログラムの詳細は，下記のウェブサイトを参

照されたい。
https://www.kyo2.hiroshima-u.ac.jp/ksp-top
https://www2.u-gakugei.ac.jp/~tcenter/project/PD/index.html
https://www.hiroshima-u.ac.jp/capr/ta
https://evri.hiroshima-u.ac.jp/professional-development-for-teacher-educators-2025
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